
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｕ字ボルトの立ち上がり部の一方には

Ｕ字部材の一双の組合わせからなることを特徴とするコンクリ
ートブロックの連結具。
【請求項２】

ことを特徴とす ンクリートブロッ
クの連結具 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、法面保護、護岸、路面被覆等に用いる比較的厚さの薄いコンクリートブロック
を隅角部で連結するコンクリートブロックの連結具及びその使用方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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他のＵ字部材のねじ部が挿通され締付ナットが着座
する座を備え、立ち上がり部の他方にはＵ字ボルトのＵ字を含む面から側方に延出し、延
出端にねじ部が形成された

連結すべきコンクリートブロックの角切り隅角部から突出され、ブロック表面と平行な同
一平面内でＵ字ループを形成する４個のＵ字鉄筋を対向させてコンクリートブロックを敷
並べ、請求項１記載の一双のＵ字部材を該Ｕ字ループを上下に横切って挿通し、該一双の
Ｕ字部材のそれぞれの座の孔に他のＵ字部材のねじ部を挿通し、それぞれのねじにナット
を螺合して組み立て、ブロックの隅角部を連結する るコ

の使用方法



コンクリートブロックから鉄筋を突出させておき、この鉄筋を連結してコンクリートブロ
ックを一体化する場合、突出鉄筋同士を溶接接合するか又はループ状に突出した鉄筋を連
結具で結合するのが一般的である。溶接は、天候に支配されたり、溶接技術者を要するな
どの問題がある。ループ状に突出させる鉄筋を結合するには、鉄筋のループの面をコンク
リートブロックの表面に対して直角にしてブロックの側面に突出させ、隣接ブロックの側
面から突出したループと対向させ、ループ内をシャックル又は円環状綴じボルトで綴じ合
わせることが通常行われている。図５はこのようなコンクリートブロックの隅角部の結合
を示す平面図である。４個のブロック１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄの隅角部
からそれぞれブロックの面に直角なループ鉄筋１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ
が突設されている。環状クリップ１０３が各ループ鉄筋を縫い合わせている。
【０００３】
このようなブロックの表面に直交するループの面を有する鉄筋は、表面積が比較的大きく
厚さが薄いコンクリートブロックでは制約され、コンクリート中から突出させることが強
度上や製造技術上好ましくない。そこで、厚さの薄いコンクリートブロックでは、ループ
がコンクリートブロック表面と平行な面内にあるように設けられる。
【０００４】
このようなコンクリートブロックの隅角部の突出鉄筋のループを綴じ合わせるにはシャッ
クル等では不適当である。そこで、三次元的に湾曲したＵ字ボルトとプレートとを組み合
わせた連結具で連結する連結方法がある（例えば、特許文献１参照）。この連結具は三次
元的に形成され、両ねじのＵボルトをＵ字の軸を含む面をＵ字形に湾曲させた形状を有す
るものであるため、ループ鉄筋が不揃いであったり、不整形である時には連結具を挿入装
着する自由度が小さく、施工が容易でなく、また突出鉄筋同士を遊びがないように強固に
緊密に結合することはできなかった。
【０００５】
【特許文献１】
特公平７－８６２１５号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記問題点を解決した技術を提供するもので、比較的厚さの薄いコンクリートブ
ロックの隅角部の突出鉄筋を容易に緊密に連結することができるコンクリートブロックの
連結具及びその使用方法を開発し、これを提供することを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、次の技術手段を講じたことを特
徴とする。
【０００８】
本発明は、Ｕ字ボルトの立ち上がり部の一方には他のＵ字部材のねじ部が挿通され締付ナ
ットが着座する座を備え、立ち上がり部の他方にはＵ字ボルトのＵ字を含む面から側方に
延出し、延出端にねじ部が形成されたＵ字部材の一双の組合わせからなることを特徴とす
る。この連結具は、ねじの締付け方向がループ鉄筋同士を引き寄せる方向に緊密に締めつ
ける作用がある。
【０００９】
この連結具は一双の部材からなり、各部材は１本の線材又は棒材の単純な形状の曲がり部
材であり、ループ鉄筋に自由に挿通することができるから、４個のコンクリートブロック
の隅角部の４個のループ突出鉄筋が不揃いであったり変形していても、これらを容易に縫
い合わせて結合することができる。
【００１０】
前記一双のＵ字部材が同形であるものは１種類の部材でよく、前記一双のＵ字部材の延出
部が互いに左右勝手違いであるものでは、２種類の部材となるが部材が互いにクロスして
強固に結合することができる。また一双の部材を組合わせて締付けナットで締めるので、
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ループ鉄筋を緊密に締めつけることができる。
【００１１】
さらにコンクリートブロックが地盤沈下等によって不陸が生ずるような場合に連結部に屈
撓性を付与することができる。
【００１２】
上記コンクリートブロックの連結具の使用方法は次のとおりである。
【００１３】
連結すべきコンクリートブロックの隅角部の角切りした部分から突出され、ブロックの表
面と平行な同一平面内でＵ字ループを形成する４個のＵ字鉄筋を対向させてコンクリート
ブロックを敷並べ、上記一双のコンクリートブロックの連結具をこれらのＵ字ループ鉄筋
を縫い合わせるように上下に貫通して挿通し、一双のＵ字ボルトのそれぞれの座の孔に他
のＵ字ボルトのねじ部を挿通し、それぞれのねじにナットを螺合して組み立て、ブロック
を連結する。組み立てられた連結具は、４つのそれぞれのループを貫通し、隣接するルー
プの上面と下面の何れかで互いに連結されている。ねじ部は他の部材の座の孔に挿通され
るが、その位置は互いに任意の位置に定めることができるから、組立の自由度が大きい。
またナットは、それぞれの座に安定的に着座し、しっかりと締付けることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明のコンクリートブロックの連結具及びその使用方法の実施の
形態を説明する。
【００１５】
図１は、実施例のＵ字部材１１ａ、１１ｂからなる連結具である。この実施例では、Ｕ字
形の立ち上がり部の一方１２ａ、１２ｂに座１５ａ、１５ｂを取付け、他方の立ち上がり
部１３ａ、１３ｂの先端を側方に曲げて延出させ延出部１４ａ、１４ｂの先端にねじ部１
６ａ、１６ｂを設けたものである。
【００１６】
図２は、ブロック１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄの隅角部のループ鉄筋１０１
ａ、１０１ｂ、１０１ｃ、１０１ｄにＵ字部材１１ａ、１１ｂからなるコンクリートブロ
ックの連結具を組込んだ状態を示す平面図、図３は図２の側面図、図４は図２の正面図を
示したものである。
【００１７】
【発明の効果】
本発明のコンクリートブロックの連結具は以上のように構成されているので、コンクリー
トブロックの隅角部に突出したループ鉄筋に挿通するとき自由度が大きく容易に挿通する
ことができ、挿通後締付ナットを締めつけることによりループ鉄筋とＵ路部材との隙間が
なくなるように緊密に組立てることができる。その結果、コンクリートブロック同士の連
結が確実になる。またこのとき、ループ鉄筋同士は互いにヒンジとして作動することは確
保され自由に動き得るので、ブロック同士の屈撓性は確保される。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の連結具部材の斜視図である。
【図２】図１の組立平面図である。
【図３】図２の側面図である。
【図４】図２の正面図である。
【図５】従来技術の説明図である。
【符号の説明】
１１ａ、１１ｂ　　Ｕ字部材
１２ａ、１２ｂ　　立ち上がり部
１３ａ、１３ｂ　　立ち上がり部
１４ａ、１４ｂ　　延出部
１５ａ、１５ｂ　　座
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１６ａ、１６ｂ　　ねじ部
１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ　　ブロック
１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃ、１０１ｄ　　ループ鉄筋

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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